
5 自部工業・業 214 号 

2024 年 3 月 28 日 

会員企業代表者各位 

 

一般社団法人 日本自動車部品工業会 

副会長・総務委員長 茅本 隆司 

 

       適正取引推進に向けた ｢自主行動計画｣の｢徹底プラン｣改訂について 

【要旨】 

1. 日本自動車部品工業会は、昨年 9 月、「適正取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた 

自主行動計画」（以下、「自主行動計画」）の改訂とその実効性を高めるための「徹底プラン」

を新たに策定。 

2. 昨年 11 月末に内閣官房・公取委が「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」 

（以下、労務費転嫁指針）を公表したことを受け、今般、部工会は労務費転嫁指針の内容を

反映して「徹底プラン」を改訂。 

「各社において可能な限り実施する事項」として、以下の点を追記。 

① 価格転嫁の「明示的な協議」の取組みは、日本の自動車産業の発展を目的とする 

「競争力強化の取組み」と併せた両輪であることを明記。 

② 労務費転嫁指針の「留意すべき事項」を遵守し、「発注者および受注者として、採るべき

行動/求められる行動」に沿って適切に対応することを明記。 

3. 昨今、自動車・自動車部品業界に対して厳しい目が向けられていることも踏まえ、部工会 

会員企業におかれては、改めて「徹底プラン」の「各社において絶対に実施しない事項」が、 

各社において実施されていないことを徹底点検いただきたい。 

 

平素より日本自動車部品工業会（以下、部工会）の活動にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼 

申し上げます。 

部工会では、昨年 9 月、「自主行動計画」の改訂を行い、加えて、その実効性を高めるための 

「徹底プラン」を新たに策定して、会員企業の皆さまに計画、プランに沿った適正取引推進、襟を

正す活動をお願いして参りました。 

その後、昨年 11 月、内閣官房・公取委が労務費転嫁指針を公表、政府から労務費の価格転嫁へ 

の取組が強く要請されておりますことはご高承の通りです。 

 特に 1 月 22 日の政労使会議において、自動車部品業界を含む輸送用機械器具製造業が、労務費

転嫁率の低い 10 業種に挙げられ、一層の取り組みの加速が強く求められております。 



斯様な状況の中、部工会といたしましては、労務費転嫁指針の紹介、政府説明会視聴のお願い等

を通じて、会員企業の皆さまに材料費、エネルギー費等に加えて、労務費の価格転嫁への更なる 

取組みをお願いする一方、その取組みの一助としていただけるよう、部工会ホームページ掲載の 

価格転嫁促進ツールに、本年 1 月、労務費に関連する指標として、消費者物価指数・賃上げ率・ 

最低賃金の推移を追加いたしました。（下記 URL ご参照） 

更に、部工会としての取組み姿勢を明確にする為に、昨年 9 月に策定した「徹底プラン」に 

労務費転嫁指針の内容を反映する形で改訂を行うこととして、3 月 27 日開催の理事会でご承認 

いただきましたので、改訂内容をお知らせいたします。 

改訂では以下 2 点を「各社が可能な限り実施する事項」に追記致しました。 

① 価格転嫁の「明示的な協議」の取組みは、日本の自動車産業の発展を目的とする 

「競争力強化の取組み」と併せた両輪であることを明記。 

② 労務費転嫁指針の「留意すべき事項」を遵守し、「発注者および受注者として、採るべき行

動/求められる行動」に沿って適切に対応することを明記。 

上記の改訂は、日本自動車工業会（以下、自工会）とも協議、調整の上で行い、自動車・自動車

部品業界として歩調を合せた対応としております。 

 改訂後の「徹底プラン」全文ならびに自工会の改訂後の「徹底プラン」は以下 URL よりご参照

いただけます。 

会員企業の皆さまにおかれましては、労務費の価格転嫁において、上記改訂の趣旨を踏まえ、 

労務費転嫁指針の「留意すべき点を遵守し、「発注者および受注者として採るべき行動/求められる

行動」に沿ってご対応くださいますようお願いいたします。 

自動車・自動車部品業界の企業が下請法違反による勧告を相次いで受ける等、業界に対する 

厳しい目が向けられています。 

 会員企業の皆さまにおかれましては、改めて適正取引実現に向けた取組み、襟を正す活動の一層

推進をお願いいたします。 

 また、「徹底プラン」の「各社において絶対に実施しない事項」について、各社において実施 

されていないことを徹底的に点検いただきたくよろしくお願いいたします。 

今後も引き続き、部工会活動へのご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 
・部工会「徹底プラン」3 月改定 新旧比較表  

  https://www.japia.or.jp//files/user/japia/gyoumu/teteiplanhikakuhyo.pdf 
・部工会「徹底プラン」3 月改定 

https://www.japia.or.jp/files/user/japia/work/torihikitekiseika/20240327_bukoukaitetteipuran_kaitei.pdf 
 

（ご参考） 
・内閣官房/公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」                           

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka/romuhitenka-1.pdf 
・日本自動車工業会 徹底プラン 
 https://www.jama.or.jp/release/reference/2024/2432/ 
・日本自動車部品工業会 価格転嫁促進ツール 
 https://www.japia.or.jp/topics_detail/id=3938 

                                       以上 
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